
様式第 1号 

会 議 録  

 

会 議 の 名 称 令和４年度第４回所沢市情報公開・個人情報保護審査会 

開  催  日  時 
令和４年１１月１７日（木） 

午前 １０時１５分 から 午前 １０時３０分まで 

開  催  場  所 市庁舎 低層棟 第３委員会室 

出席者の氏名 

川村 顕    委員 

小寺 智子   委員 

後藤 八郎   委員 

德永 眞澄   委員 

欠席者の氏名 石上 泰州   委員 

説明者の職・氏名  

議    題 

（１） 会長・職務代理の選任について 

（２） 会議運営について 

（３） その他 

会 議 資 料 

（１） 会議次第 

（２） 機構図 

（３） 審査会委員名簿 

（４） 所沢市情報公開条例 

（５） 所沢市個人情報保護条例 

（６）所沢市情報公開・個人情報保護審査会条例 

（７）所沢市情報公開・個人情報保護審査会運営要領(資料１) 

（８）審査請求があった場合の事務の流れ(フロー図)(資料２) 

（９）個人情報の目的、定義、取扱方法等はどのように変わるか

（主な論点）【当日配布資料】 

（１０）所沢市情報公開・個人情報保護審査会条例の新旧対照表

【当日配布資料】 



担 当 部 課 名 

 市民部市民相談担当参事           高橋 国弘 

 市民部市民相談課市政情報センター所長    田中 栄治 

 市民部市民相談課市政情報センター主事    木野田 愛理 

     電 話  ０４（２９９８）９２０６ 

 



様式第２号 

発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会長が決定するまでの間、高橋参事が仮議長を務めた。 

 仮議長の進行で、資料の確認と傍聴者の有無の確認を行った。な

お、傍聴者はいなかった。 

 

（１） 会長・職務代理の選任について（公開） 

  

会長については、所沢市情報公開・個人情報保護審査会条例第４

条第１項の規定に基づき、德永委員が推薦され、互選された。 

德永委員が会長に就任し、就任の挨拶を行った。 

以降、德永会長が議長となり議事を進行した。 

 

 職務代理については、所沢市情報公開・個人情報保護審査会条例

第４条第３項の規定に基づき、小寺智子委員が指名された。 

 

（２） 会議運営について（公開） 

  

会議の運営方法について、資料１「所沢市情報公開・個人情報保

護審査会運営要領」及び資料２「不服申立てがあった場合の事務の

流れ（フロー図）」に基づき、市民相談課市政情報センター木野田

主事が概要の説明を行った。主な説明内容は以下のとおり。 

 

①資料１ 運営要領に基づく説明 

◆本審査会の概要 

・本審査会は、情報公開及び個人情報保護制度における非公開決定

や非開示決定等に不服があった場合に、行政の決定が妥当であっ

たかどうか審査する第３者機関である。 

◆運営要領の変遷 

・平成１３年に当審査会が発足した際に定められ、改正を経て現在

に至っている。 

◆審査請求に関する審査について 

・審査会が審査する際の審査方法を記載。 

・審査は、公文書公開決定がなされた公文書や個人情報開示決定が

なされた個人情報をもとに行うといったことが定められている。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小寺委員 

 

 

 

 

事務局 

 

小寺委員 

 

 

事務局 

◆会議の公開・非公開について 

・審査請求に関する審査の場合の会議は、原則、非公開とする。 

◆提出資料の閲覧等について 

・審査会条例第１１条第１項の規定に基づき、審査請求人等が審査

会に対し、審査会に提出された資料の閲覧又は写しの交付を求め

る手続きのルールを定めている。 

◆会議記録の作成について 

・会議録の作成方法を記載。 

・会議録は、その会議に出席した委員の承認を得て確定するものと

する。 

 

②資料２事務の流れ（フロー図）に基づく説明 

◆審査会の会議開催 

・１件の審査案件につき、会議を３回開催することを想定している

（①事案の把握、②口頭意見陳述・意見聴取・答申に向けての検

討③答申の確定）。回数が増えることがあるかもしれないが、お

おむねこのような流れを想定している。 

 

委員より議題（２）に関して質問があり事務局が回答した。主な

質疑の内容は以下のとおり。 

 

資料２の中段にある「口頭意見陳述申立書」の下に「※希望があ

れば」という記載がありますが、この意味は審査請求人の希望があ

ればということであり、審査会で審査請求人に事情を聴きたい場合

の手続ではないということでしょうか。 

  

 お見込みのとおりでございます。 

 

 審査会で審査請求人に事情を聴きたい場合は、どのような手続き

をするのでしょうか。 

 

 審査請求が起きた際の事務の流れですが、今年度開催した審査請

求の案件は審査会を３回開催しました。第１回で何回程度審査会を

開催するのか、口頭意見陳述の有無を確認しまして、第２回で口頭

意見陳述がある場合は行うのですが、処分庁に資料提出や意見聴取

を行いたい場合は開催回数を増やすということもございます。口頭



意見陳述を行わない場合は、審査会の開催が２回になることもござ

います。 

 所沢市情報公開・個人情報保護審査会条例第８条に審査会の調査

権限に係る規定がございます。こちらの第４項で審査会の職権で調

査を行うことができる規定を根拠に調査を行っていくということ

でございます。 

 

（３） その他（公開） 

①当日配布資料「個人情報の目的、定義、取扱方法等はどのように

変わるか（主な論点）」及び「所沢市情報公開・個人情報保護審

査会条例の新旧対照表」に基づく説明 

◆「所沢市個人情報の保護に関する法律施行条例」について 

 個人情報の保護に関する法律の一部改正により、令和５年４月以

降の地方公共団体における個人情報の取扱等は、民間事業者、国の

行政機関等と同様に一律に規制されるため、所沢市においては現行

の所沢市個人情報保護条例を廃止し、手数料等の必要な事項につい

て新たに条例を定めることになる。 

 また、条例を定めるまでには、所沢市情報公開・個人情報保護審

議会条例への諮問、パブリックコメント手続の実施を行ったが、当

日配布資料「個人情報の目的、定義、取扱方法等はどのように変わ

るか（主な論点）」は、同審議会に諮問した際の資料に基づき作成

したものである。 

 この表の一番上の段に示しているように、令和５年度より個人情

報の定義、個人情報の取扱等は、表の左の列にある条例から右側の

列にある個人情報の保護に関する法律及び所沢市個人情報の保護

に関する法律施行条例に規定や解釈が変わることを示している。 

 なお、裏面の下に記載している所沢市個人情報保護条例の廃止、

所沢市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定、また、所沢市

情報公開・個人情報保護審査会条例の新旧対照表に示しているよう

に当該条例の一部改正のほか、所沢市自治基本条例等の改正につい

ては、令和４年１２月に行われる市議会に提案する予定である。 

 

 （質疑なし） 

 

 


